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独立行政法人国立女性教育会館の中期計画 

 

平成２８年３月３１日 

文部科学大臣認可 

 

独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第三十条の規定により、独立

行政法人国立女性教育会館（以下「会館」という。）が中期目標を達成するため

の計画（以下「中期計画」という。）を次のとおり定める。 

 

（基本方針） 

会館は、我が国唯一の女性教育のナショナルセンターとして、これまでに蓄積

した様々な資源を活用し、女性の活躍をより一層推進するため、国、地方公共団

体や男女共同参画センター、女性団体、大学、企業等との連携・ネットワークを

一層充実させ、積極的な広報・情報発信を強化し、社会に対して幅広くアプロー

チすることで、男女共同参画社会の実現に貢献する。 

このため、第４次男女共同参画基本計画等で示された政府の方針に則って、研

修、調査研究、広報・情報発信、国際貢献を推進・実施する。 

 

Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

１ 男女共同参画社会の実現に向けた人材の育成・研修の実施 

男女共同参画社会の実現のためには、社会のあらゆる分野において女性の活

躍や男女共同参画を推進する人材を育成することが必要である。 

このため、これまで蓄積してきた研修の企画・実施に必要なノウハウや人的ネ

ットワークを生かし、地方公共団体、男女共同参画センター、女性団体、さらに

大学を始めとした教育機関や企業等の多様な分野に対応した人材育成のための

研修を充実させる。 

①中期目標で示された研修体系（別添１）に基づき、「（１）女性活躍推進のた

めのリーダーの育成」、「（２）次代を担う女性人材の育成」、「（３）困難な状況

に置かれている女性を支援するための人材の育成」及び「（４）教育分野にお

ける女性参画拡大に向けた取組」の分類に従い、研修を中期目標期間中に 40

件以上実施する。目標値 40 件の内訳は、地域（地方公共団体、男女共同参画

センター、女性団体等）向け研修 15 件、企業向け研修：５件、大学等教育機

関向け研修：５件、学生向け研修：10 件、分野横断的研修：５件とする。 

②研修参加者からのフィードバックも踏まえ、適宜研修内容の見直しを行い、会

館の機能を十分生かした研修を実施する。応募者数が定員を下回る研修につ

いては当該研修の廃止も含め、研修課題及び実施方法の見直しを行う。 
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（１）女性活躍推進のためのリーダーの育成 

①地方公共団体や男女共同参画センター、女性団体等の地域において女性の活

躍や男女共同参画を推進するリーダー、企業において女性の活躍やダイバー

シティを推進するリーダー等を対象とし、女性が活躍できる組織の在り方、男

性の育児参画支援、課題把握、課題解決のための取組の在り方などについて研

修を実施する。 

②女性の活躍のための環境整備を推進するため、参加者同士のネットワークの

構築を促進し、分野を越えて横断的に情報交換を行い、課題を共有し、解決策

を探る研修を実施する。 

③研修終了後、毎年度平均 90％以上の研修参加者からの満足の評価、45％以上

からの高い満足の評価を得る。 

④研修効果を的確に把握し、研修内容の改善を行うためフォローアップ調査ま

たはモニター調査を実施し、研修内容がその後の取り組みに役立っているか

について、80％以上からの肯定的な回答を得る。 

 

（２）次代を担う女性人材の育成 

①女性の活躍が少ない理工系分野での女性の活躍促進のため、外部資金を獲得

し、女子生徒に対する当該分野への進路選択を支援する。 

②将来活躍しうる女性人材を育成するため、女子大学生を対象として、職業をも

つ意義、経済的自立の精神、社会や組織のリーダーとなる志などを伝えるキャ

リア開発研修を実施する。  

③研修終了後、平均 95％以上の研修参加者からの満足の評価、80％以上からの

高い満足の評価を得る。 

④研修終了後、研修内容がその後のキャリア形成に役立つかについて、80%以上

からの肯定的な回答を得る。 

 

（３）困難な状況に置かれている女性を支援するための人材の育成 

①男女共同参画センター等において困難な状況に置かれている女性を支援する

人材を対象に、専門的知識・技能の向上を目的とした研修を実施する。 

②研修終了後、毎年度 90％以上の研修参加者からの満足の評価、45％以上から

の高い満足の評価を得る 

③研修効果を的確に把握し、研修内容の改善を行うためフォローアップ調査ま

たはモニター調査を実施し、研修内容がその後の取り組みに役立っているか

について、80％以上からの肯定的な回答を得る。 
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（４）教育分野における女性参画拡大に向けた取組 

①中期目標期間中に、調査研究の成果を活用しつつ、高等教育機関や初等中等教

育機関を対象とした実践的な研修を実施し、参加者同士のネットワークの構

築を図る。ここで高等教育機関に対する研修とは組織内の男女共同参画や女

性の能力発揮を中心となって推進する立場となる者を対象としたものとする。

また、初等中等教育機関に対する研修は、男女共同参画への取り組みが推進さ

れるよう、教員研修センターなどの関係機関と連携しつつ職員や教員を対象

としたプログラムを新たに開発・実施する。 

②研修終了後、90％以上の研修参加者からの満足の評価、40％以上からの高い満

足の評価を得る。 

③研修効果を的確に把握し、研修内容の改善を行うため、高等教育機関を対象と

した研修についてフォローアップ調査またはモニター調査を実施し、研修内

容がその後の取り組みに役立っているかについて、80％以上からの肯定的な

回答を得る。 

 

２ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤整備のための調査研究の実施 

①中期目標期間中にいつまでにどのような成果を出すのか具体的に示すために

策定したロードマップ（別添２）に基づき、調査研究を５件以上実施する。 

②男女の置かれている状況を客観的に把握するために、男女共同参画統計に関

する調査研究を実施する。 

③エビデンスに基づく研修を実施するため、具体的な社会課題を把握すること

を目的とした調査研究として、初任者を対象に５年間の追跡調査を実施する

ことによって企業における若年層の初期キャリアに関して、男女間の意識の

差や女性が直面する問題について実証的に検証する調査研究を実施する。 

④初等中等教育の分野における政策・方針決定過程への女性の参画の拡大につ

いての取組を進めるため、女性の管理職の登用状況等を明らかにする調査研

究を、中期目標期間の５年間のうちに実施する。 

⑤学習機会の幅広い提供のため、eラーニングによる教育・学習支援の推進に向

け、中期目標期間の５年間のうちに放送大学と連携して、オンライン講座のプ

ログラムを作成・運用するとともに、会館独自の e ラーニングプログラムの

在り方について検討する。 

⑥新たな研修事業を実施するために政策的課題に沿って必要なテーマを適宜追

加することにより、時宜に適った調査研究を継続して実施する。 

⑦調査研究の結果については、調査研究の研究プロセス、又は各年度の研修への

活用状況について評価できるような目標を年度計画で設定し、研究者、行政関

係者等の外部の有識者から調査研究の妥当性、独自性、有用性等の評価を受け、
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研究内容の改善を図るとともに、研究成果の普及についての助言を得る。また、

調査研究を活用した研修資料等を作成し、研修参加者の 85%以上からの有用の

評価、40%以上からの高い有用の評価を得る。 

 

３ 男女共同参画推進のための広報・情報発信 

男女共同参画に関わる様々な情報が会館にアクセスすることで幅広く利用で

きる体制を整え、地方公共団体、男女共同参画センター、女性団体、企業、大学

を始めとした教育機関等において、関係者が情報を有効に活用できる環境を整

えるため、継続的に国内外の専門的な資料や情報、会館や関係府省、地方公共団

体等の関係機関の施策、事業、調査研究等の情報を幅広くとりまとめて整理し、

わかりやすく提供していく。 

また、顕著な業績を残した女性や女性施策等に関する記録の収集・提供等を行

う女性アーカイブの構築を進め、全国的にその成果の還元を図る。 

さらに、より多様な主体への広報・情報発信を充実・強化していくことにより、

研修参加者等の増をはじめとした事業の一層の充実を図る。 

 

（１）女性の活躍推進等に資する情報の一元化・発信 

①女性教育情報センター利用者に資料等を提供するとともに、女性情報ポータ

ル及びデータベースを整備充実し、広く国民に対して情報発信を行う。 

②中期目標期間中にデータベース化件数については、13 万件以上、アクセス件

数については年間 35 万件を達成する。 

③中期目標期間中にのべ 150 か所以上の男女共同参画センターや大学等に、女

性の活躍推進や男女共同参画社会の形成を目指した様々なテーマに応じた図

書をパッケージ化して貸し出すことにより、学習者への支援を行う。 

 

（２）男女共同参画等に関する歴史的資料の収集・保存の推進 

①男女共同参画に関連する歴史的な資料について、外部有識者の意見を参考に

しつつ、収集・保存のための方針に基づいて全国から収集し保存する。女性に

関する史・資料を中期目標期間中に新たに５千点以上収集する。 

②さらに中期目標期間中に展示室への入室者数について、５万人以上を達成す

る。 

③アーカイブ企画展を中期目標期間中にのべ 25 機関以上と連携して実施する。 

④これまで実施した基礎的研修の実績を踏まえ、実技研修に重点を移し、中期目

標期間中に女性アーカイブに関する研修を 180 名以上に提供し、毎年度、研

修参加者の 90％以上からの満足の評価、65％以上からの高い満足の評価を得

る。 
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⑤研修効果の普及状況を的確に把握するためフォローアップ調査を実施し、次

回の研修内容の改善のために活用する。 

 

（３）より多様な主体への積極的な広報活動の充実・強化 

①会館の事業や取組について積極的に国民に周知し、会館のプレゼンスを高め

るため、会館としての広報計画を策定し、理事長のトップマネジメントのもと

に効果的な広報活動を推進する。ICT の活用により多様な主体への広報活動を

充実・強化する。 

②多様な場で男女共同参画に関する研修等が実施されるよう、会館で実施する

研修や取組について、地方公共団体や男女共同参画センターのみならず、企業

や大学を始めとした教育機関等に対しても、情報発信やプログラムの提供等

を行う。ホームページへのアクセス件数を中期目標期間中に 40 万件以上達成

する。 

③SNS への記事掲載件数を年間 100 件以上とする。 

 

４ 男女共同参画の推進に向けた国際貢献 

アジア地域における女性のエンパワーメントに貢献するため、男女共同参画

推進のための人材育成を実施する。 

また、諸外国の関係機関との連携等を通じて収集した男女共同参画に係る国

際的な課題や取組の状況を、国内にフィードバックすることにより、国際的課題

の解決に向けた取組を推進する。 

中期目標期間中に、国際関係の主催事業を 10 件以上実施する。 

（１）アジア地域における男女共同参画推進のための人材育成 

①行政・教育担当者、NGO のリーダー等を対象として、女性の能力開発に係る課

題をテーマとした実践的な研修を実施する。 

②毎年度研修参加者の 90％以上からの満足の評価、80％以上からの高い満足の

評価を得る。 

③研修成果の効果的な普及に向けて、80％以上から、本国に帰ってから取組を進

める上で有用であるという評価を得る。 

 

（２）国際的課題への対応 

①各国に共通するテーマを一つ取り上げ、海外における先進的な取組について

理解を深めるために、国内外の関係者による国際セミナーを実施するととも

に、先進国における女性支援施策の情報を収集する。 

②これまでに構築した海外の諸機関との協力体制を基礎として、男女共同参画

に関する情報交換や協働事業等を実施し、参加者の 85％以上からの満足の評
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価、40％以上からの高い満足の評価を得る。 

③国際会議等で得た情報を国内に発信するための報告会を実施し、参加者の

85％以上からの満足の評価、40％以上からの高い満足の評価を得る。 

 

５ 横断的に取り組む事項 

（１）国内外の関係機関との連携強化、ネットワークの構築 

①関係府省との意思疎通と情報共有を図ることによって、連携して事業を行う

とともに、「国立女性教育会館運営委員会」を有識者や関係府省から意見を聞

く場として活用する。 

②中期目標期間中にのべ 120 機関以上との協働で研修事業等に取り組み、連携

によるより効果的な事業を実施する。 

 

（２）eラーニングによる教育・学習支援の推進 

①これまで会館が主催する研修等に直接参加する機会がなかったリーダーや地

理的理由等から直接の参加が困難な国民を対象に、eラーニングによる教育・

学習支援を行う。 

②会館で実施した研修内容を、オンデマンドで中期目標期間中に 15 件以上発信

する。 

③中期目標期間の１年目、２年目においては、オンライン講座の教育・学習支援

プログラムについて放送大学と連携して入門編及び実践編のカリキュラムを

開発・運用し、広く提供する。 

④中期目標期間の３年目以降には、会館独自のオンラインによる研修プログラ

ムを開発・実施し、幅広く発信するとともに、男女共同参画推進のリーダーに

学習の素材を提供することで、学習活動を支援する。 

 

Ⅱ 業務運営の効率化に関する事項 

１ 組織体制の見直し 

PFI の導入により施設運営に従事していた人的資源を女性活躍促進等の政策

課題に対応した事業等に投入する。 

 

２ 人件費・管理費等の適正化 

①人件費については、国家公務員の給与水準に準拠し、役職員給与の適正化に取

り組むとともに、その取組状況を公表する。 

②中期目標期間中に、一般管理費、業務経費については、国民に対して提供する

サービスの質を維持した上で効率化が図られているかを不断に検証しつつ、

調達の合理化等を推進することなどにより、一般管理費（公租公課を除く。）
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については平成 27 年度と比して 15％以上、業務経費（公共施設等運営事業等

関係経費を除く。）については平成27年度と比して５％以上の効率化を図る。 

 

３ 取引関係の適正化 

「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成 27 年５

月 25日総務大臣決定）に基づく取組を着実に実施することとし、契約の適正化、

調達の合理化等を推進することにより、コストを削減し公正性、透明性を確保す

る。 

 

４ 間接業務等の共同実施 

「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成 25 年 12 月 24 日閣議決

定）を踏まえ、国立特別支援教育総合研究所、国立青少年教育振興機構、教員研

修センター及び会館の４法人で、効果的・効率的な業務運営のために間接業務等

を共同で実施し、中期目標期間中に 15 業務以上の実施について検討するととも

に、その取組を一層推進する。 

  

５ 業務改革の取組の徹底 

 「国の行政の業務改革に関する取組方針～行政の ICT 化・オープン化、業務改

革の徹底に向けて～」（平成 26 年７月 25 日総務大臣決定）に準じ、費用対効果

も含めて業務運営の効率化について検討する。 

 

６ 予算執行の効率化 

独立行政法人会計基準の改訂等により、運営費交付金の会計処理として、業務

達成基準による収益化が原則とされたことを踏まえ、収益化単位の業務ごとに

予算と実績を管理する体制を構築する。 

 

Ⅲ 財務内容の改善に関する事項 

１ 自己収入の拡大 

（１）PFI 事業による運営権対価等の確保 

①PFI 事業の導入により、施設使用に係る収入として運営権対価を得ることによ

り、安定した自己収入を確保する。 

②PFI 事業者と協力して施設利用を促進することによって PFI 事業の経常収益

のプラスを目指し、プロフィットシェアリングとして、更に利益の 50％相当

額の収入を確保する。 

 

（２）外部資金の積極的導入 
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 科学研究費補助金等の申請や、国・企業等からの受託事業の積極的な受入れを

行い、外部資金を確保する。 

 

Ⅳ その他業務運営に関する重要事項 

１ 予算 

別紙１のとおり 

 

２ 収支計画 

別紙２のとおり 

 

３ 資金計画 

別紙３のとおり 

 

４ 適切な法人運営体制の充実 

（１）内部統制の充実 

理事長のリーダーシップのもと、会館が担う役割や課題等の情報を職員が共

有し、所要の規則等を整備し、ガバナンスの保持、コンプライアンスの遵守等内

部統制を充実する。 

内部規定を必要に応じて見直し、内部統制・リスク管理の充実及び監事による

監査機能を強化する。また、監事による監査及び会館が自ら行うモニタリングの

結果を業務に反映させ、内部統制等の継続的な見直しを図る。 

 

（２）組織・人事管理の適正化 

①配置転換や人事交流により、組織の活性化を図るとともに、職員の資質を向上

させるための研修を実施し、他機関の実施事業等への職員の参加を促す。 

②客員研究員の活用体制を工夫し、職員との連携のもと、充実した体制とする。 

 

５ PFI 事業の適切な実施のための監視・協力 

①利用者へのサービス水準の向上や適切な運営体制等、PFI 事業に係る契約内容

が着実に実施されているかについてモニタリングを行う。 

②宿泊施設を含む施設利用率の向上のため、関係省庁や地方公共団体等が主催

する事業等での広報資料の配布依頼を会館が行うなど、会館が関与すること

でより効果が期待できるものについては必要な協力を行い、様々な場で多様

な主体に対する利用の促進を図る。 

③宿泊施設を含め、施設利用率について、中期目標期間中に 55％以上を達成す

る。また、施設ごとの利用率の目標については、PFI 事業者と協議の上、年度
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計画において適切に設定する。 

 

６ 情報セキュリティ体制の充実 

政府の情報セキュリティ対策のための統一基準等を踏まえ、情報セキュリテ

ィ・ポリシーを適宜適切に見直すとともに、これに基づき情報セキュリティ対策

を講じ、情報システムに対するサイバー攻撃への防御力、攻撃に対する組織的対

応力の強化に取り組む。 

また、対策の実施状況を毎年度把握し、PDCA サイクルにより情報セキュリテ

ィ体制の改善を図る。 

 

７ 長期的視野に立った施設・設備の整備   

①長期的視点に立った安心・安全な研修環境の維持のための施設改修、設備更新

を計画的に進める。 

②利用を休止しているプール棟については、期間中に、資料保存庫への転用を視

野に入れて将来計画を検討する。 

その他、別紙４のとおり 



第４次男女共同参画基本計画（平成27年12月25日閣議決定）

国立女性教育会館 第４期中期目標期間 研修体系図

Ⅰあらゆる分野における女性の活躍

（１）女性の活躍推進のためにも、男性中心型労働慣
行等を変革し、職場・地域・家庭等あらゆる場面にお
ける施策を充実

（２）あらゆる分野における女性の参画拡大に向けた
女性採用・登用の推進、将来指導的地位へ成長して
いく人材の層を厚くするための取組の推進

（１）女性活躍推進のための
リーダーの育成

○地方公共団体や男女共同参画
センター等地域において女性の活
躍や男女共同参画を推進する
リーダーの育成

○企業において女性の活躍やダ
イバーシティを推進するリーダー
の育成

男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
に
向
け
た

人
材
の
育
成
・
研
修
の
実
施

Ⅱ安全・安心な暮らしの実現

（３）困難な状況に置かれている女性の実情に応じた
きめ細かな支援等による女性が安心して暮らせるた
めの環境整備

（４）女性に対する暴力の状況の多様化に対応しつつ、
女性に対する暴力の根絶に向けた取組を強化

Ⅲ男女共同参画社会の
実現に向けた基盤の整備

政策領域

（２）次代を担う女性
人材の育成

（３）困難な状況に置かれている女
性を支援するための人材の育成

（４）教育分野における女性
参画拡大に向けた取組

○女子生徒の理系進路選
択支援

○女子大学生のキャリア形
成支援

○大学等における男女共同
参画の推進

○初等中等教育機関におけ
る男女共同参画の推進

○男女共同参画センター等で困難な
状況に置かれている女性を支援する
人材の育成

重点分野

男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
に
向
け
た

基
盤
整
備
の
た
め
の
調
査
研
究
の
実
施

２ 政策・方針決定過程への女性の参画拡大

・地方公共団体の政策・方針決定過程への女性の
参画拡大
・企業における女性の参画の拡大
・教育機関、学術関係団体、学校教育の分野に
おける政策・方針決定過程への女性の参画拡大

５ 科学技術・学術分野における
男女共同参画の推進

・女子学生・生徒の理工系分野の選択
促進及び理工系人材の育成

調査研究の成果を取り入れた研修を実施

地域や企業における
女性の活躍を推進

将来指導的地位を目指そ
うとする姿勢や自分自身の
進路を主体的に選択し、
キャリアを切り開いていく
力の育成を支援

女性に対する暴力等の困難に直面
した女性の多様な状況に対応でき
るような専門的知識・技能の向上を
目指す

教育分野における男女共
同参画を一層推進

１０ 教育・メディア等を通じた意識
改革、理解の促進

・独立行政法人国立女性教育会館において、
国、地方公共団体、男女共同参画センターや
大学、企業等と連携を図りつつ、男女共同参
画を推進する組織のリーダーや担当者を対象
にした研修や、教育・学習支援、男女共同参
画に関する専門的・実践的な調査研究や情
報・資料の収集・提供等を行い、男女共同参
画社会の形成の促進を図る。

別添1



調査研究 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 成果目標

男女共同参画統計に
関する調査研究

・テーマ別データ集の
対象とHPによる提供
方法の検討
・リーフレットの作成

・対象別データ集の作
成（教育）
・リーフレットの作成

・対象別データ集の作
成（労働、企業）
・リーフレットの作成

・対象別データ集の作
成（貧困問題）
・リーフレットの作成

・対象別データ集の作
成（202030に向けて）
・リーフレットの作成

　各年度において、本調査研究の成果を活
用した研修を受講した参加者が、男女の置
かれている状況を客観的に把握するための
力量を形成する。

男女の初期キャリア形
成と活躍推進に関する
調査研究

追跡調査（第2次調
査）の実施

追跡調査（第3次調
査）の実施

追跡調査（第4次調
査）の実施

追跡調査（第5次調
査）の実施

調査結果のまとめ

　本調査研究の成果を活用し、企業におけ
る若年層の初期キャリアについて、女性が
直面する課題を明らかにし、研修プログラム
に反映する。

女性の活躍推進に関
する調査研究

先行研究から現状と
課題を明らかにし、調
査票を作成

・調査対象の選定方
法を検討し質問紙調
査の実施
・ヒアリング調査の実
施

・ヒアリング調査の実
施
・調査結果のまとめ

　中期目標期間の3年目までに、学校教育
分野における女性の活躍について、現状と
課題を明らかにし、その結果を研修プログラ
ムに反映する。

e-ラーニングによる教
育・学習支援の教材開
発に関する調査研究

会館独自のe-ラーニ
ング講座の作成

　中期目標期間の2年目までに、オンライン
講座を放送大学と連携して開発・運用し提
供することで、一般の国民が男女共同参画
に関していつでもどこでも学べるようにする
環境の整備を図る。
　３年目以降については、オンライン講座の
提供方法のノウハウを活用し、会館独自の
研修プログラムの開発につなげていく。

新たに生じるであろう
政策課題に対応した調
査研究（仮）

　新たな政策課題に対応した調査研究を実
施し、研修プログラムに反映することで女性
の活躍推進を図る。

・放送大学と連携した講座の作成・提供
・e-ラーニングを活用した教育・学習支援に
関する提供方法・対象・内容についての検討

国立女性教育会館　第４期中期目標期間　調査研究のロードマップ

研修事業への反映

教育・学習支援への展開

学校教育分野における女性の活躍に関する調査

別添2



別紙１

（単位：百万円）

区　　　別
研　　　修
関係事業

調査研究
関係事業

広報・
情報発信
関係事業

国際貢献
関係事業

公共施設等
運営事業

関係事業
受託事業 共　　通 合　　計

　収入
　　運営費交付金 462 96 167 55 518 1312 2,610
　　施設整備費補助金 200 200
　　運営権対価等収入 3 211 20 234
　　受託収入 5 5

　　計 462 96 170 55 729 5 1532 3,049

　支出
　　業務経費 1,512
　　　うち研修関係経費 462 462
　　　うち調査研究関係経費 96 96
　　　うち広報・情報発信関係経費 170 170
　　　うち国際貢献関係経費 55 55
　　　うち公共施設等運営事業関係経費 729 729
　　施設整備費 200 200
　　受託経費 5 5
　　一般管理費 1332 1,332

　　計 462 96 170 55 729 5 1532 3,049

 

平成２８年度～平成３２年度中期計画予算

[人件費の見積り]
期間中総額９３４百万円を支出する。
　但し、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当、休職者給与及び国際機関派遣職員給
与に相当する範囲の費用である。



別紙２

（単位：百万円）

区　　　別
研　　　修
関係事業

調査研究
関係事業

広報・
情報発信
関係事業

国際貢献
関係事業

公共施設等
運営事業

関係事業
受託事業 共　　通 合　　計

　費用の部
　　経常費用 462 96 172 55 729 5 1416 2,935
　　　業務費
　　　　うち研修関係経費 462 462
　　　　うち調査研究関係経費 96 96
　　　　うち広報・情報発信関係経費 170 170
　　　　うち国際貢献関係経費 55 55
　　　　うち公共施設等運営事業関係経費 729 729
  　　　うち受託事業経費 5 5
　　　一般管理費 1398 1,398
　　　減価償却費 2 18 20

-
　　財務費用 -
　　臨時損失

　収益の部
　　運営費交付金収益 462 96 167 55 518 1292 2,590
　　運営権対価等収入 3 211 20 234
　　受託収入 5 5
　　施設費収益 86 86
　　寄附金収益
　　資産見返運営費交付金戻入 1 14 15
　　資産見返物品受贈額戻入 1 4 5

　純利益
　目的積立金取崩額
　総利益

平成２８年度～平成３２年度収支計画

［注記］
当該法人における退職手当については、独立行政法人国立女性教育会館役員退職手当規程及び独立行政法人国立女性教育会館職員退職手当規程に基づいて支給するこ
ととし、毎事業年度に想定される全額を運営費交付金に加算する。



別紙３

区　　　別
研　　　修
関係事業

調査研究
関係事業

広報・
情報発信
関係事業

国際貢献
関係事業

公共施設等
運営事業

関係事業
受託事業 共　　通 合　　計

　資金支出
　　業務活動による支出 462 96 170 55 729 5 1398 2,915
　　投資活動による支出 134 134
　　次期中期目標の期間への繰越金 -

　資金収入
　　業務活動による収入
　　　運営費交付金による収入 462 96 167 55 518 1312 2,610
　　　運営館対価等収入 3 211 20 234
　　　受託収入 5 5

　　投資活動による収入
　　　施設費による収入 200 200

　　前期中期目標の期間よりの繰越金 -

平成２８年度～平成３２年度資金計画

（単位：百万円）



別紙４

　
施設・設備の内容 予定額（百万円） 財源

　機能性向上改修
　　宿泊棟の給湯施設老朽化改修 200 施設整備費補助金

　   
　   

　計 200

　
　

平成２３年度～平成２７年度施設・設備に関する計画

［注記］
金額については見込みである。
なお、上記のほか、業務の実施状況等を勘案した施設整備が追加されることがあり得る。また、施設・
設備の老朽度合等を勘案した改修（更新）等が追加される見込みである。



１．運営費交付金の算定ルール
　　毎事業年度に交付する運営費交付金（Ａ）については、以下の数式により決定する。

　　　　A(y)=P(y) + R1(y) + R2(y) +ε(y) - B(y)

　  　A(y)：当該事業年度における運営費交付金
　　 ε(y)：特殊業務経費。施設・設備の改修工事、事故の発生等の事由により時限的に発生する　　　　　　
              経費であって、運営費交付金算定ルールに影響を与えうる規模の経費。
              各事業年度の予算編成過程において、当該経費を具体的に決定。

　１）人件費
　　　毎事業年度の人件費（Ｐ）については、以下の数式により決定する。

　　　　P(y)=P(y-1)×σ(係数)×θ(係数)

　　　P(y)：当該事業年度における人件費。P(y-1)は直前の事業年度におけるP(y)。
　　　σ　：人件費調整係数。各事業年度予算編成過程において、給与昇給率、給与改善率等を勘案　　　　　
　　　　　   し、当該事業年度における具体的な係数値を決定。
　　　θ　：人件費効率化係数。各事業年度予算編成過程において、当該事業年度における具体的な　　　　　
　　　　　   係数値を決定。
　　　注）当該法人における退職手当については、独立行政法人国立女性教育会館役員退職手当規程　　　　
　　　　及び独立行政法人国立女性教育会館職員退職手当規程に基づいて支給することとし、毎事業年　　　　
　　　　度に想定される金額を運営費交付金に加算する。

　２）業務経費
　　　毎事業年度の管理経費の業務費（Ｒ１）及び事業経費の業務費（Ｒ２）については、以下の数式　　
　　により決定する。

　　　　R1,2(y)=R1,2(y-1)×β(係数)×γ(係数)×α1,2（係数）

　　　R1,2(y)：当該事業年度における業務経費。R1,2(y-1)は直前の事業年度におけるR1,2(y)。
　　　β　：消費者物価指数。各事業年度の予算編成過程において、当該事業年度における具体的な係　　　　　
             数値を決定。
　　　γ　：業務政策係数。自己収入に見合う支出を勘案し、また、研究開発の場合には、計画期間中の　　　　　
             初期に大きな投資が必要であること、事業の進展により必要経費が変動すること等を勘案し、　　　　　
             各事業年度の予算編成過程において当該事業年度における具体的な係数値を決定。
　　α1,2：効率化係数。各独立行政法人について計画的削減を行うこととされている観点から、業務　　　　
　　　　　　 の効率化等を勘案して、各事業年度の予算編成過程において、当該事業年度における具　　　
　　　　　　体的な数値を決定。

　３）受託事業等経費（受託事業実施に伴う間接経費を含む）
　　  毎事業年度の受託事業経費（Ｆ）については、以下の数式により決定する。

　　　　F(y)=F(y-1)×ω(係数)

　　　F(y)：当該事業年度における受託事業収入の見積り。F(y-1)は直前の事業年度におけるF(y)。
　　　ω　：受託収入政策係数。過去の実績を勘案し、各事業年度の予算編成過程において、当該事業　　　　　
            年度における具体的な係数値を決定。

　４）自己収入
　　 毎事業年度の自己収入（Ｂ）の見積り額については、以下の数式により決定する。

　　　　B(y)=B(y-1)×λ(係数)×δ(係数)

　　　B(y)：当該事業年度における自己収入の見積り。B(y-1)は直前の事業年度におけるB(y)。
　　　λ　：収入調整係数。過去の実績における自己収入に対する収益の割合を勘案し、各事業年度の　　　　
　　　　　予算編成過程において、当該事業年度における具体的な係数値を決定。
　　　δ　：自己収入政策係数。過去の実績等を勘案し、各事業年度の予算編成過程において、当該　　　　　
　　　　　　事業年度における具体的な係数値を決定。



［注記］前提条件
　１．運営費交付金の試算にあたっての係数値
　　　【平成２８年度】
　 　　α１：効率化係数：△３．２０％　　 　     α２：効率化係数：△１．０３％
　　　  β：消費者物価指数：勘案せず            θ：人件費効率化係数：勘案せず
　　　　γ：業務政策係数：△１４％ ※PFI導入分
　　　　ω：受託収入政策係数：勘案せず　　 　δ：自己収入政策係数：△６３．５４％ ※PFI導入分
　　　　σ：人件費調整係数：勘案せず　　 　　λ：収入調整係数：０％
　　　【平成２９年度以降】
　 　　α１：効率化係数：△３．２0％　　     　 α２：効率化係数：△１．０３％
　　　  β：消費者物価指数：勘案せず            θ：人件費効率化係数：勘案せず
　　　　γ：業務政策係数：勘案せず
　　　　ω：受託収入政策係数：勘案せず　　 　δ：自己収入政策係数：勘案せず
　　　　σ：人件費調整係数：勘案せず　　　　　λ：収入調整係数：０％


